
平成２４年４月版　歯科診療行為マスター登録内容の一部訂正（Ｈ２４．５．２９）

【基本テーブル】
●歯科点数表第２章第９部手術の通則４に掲げる施設基準に伴う変更（平成２４年４月診療分から適用）
・施設基準①「658：上顎骨形成術等」→「3181」
区分番号 診療行為コード
J069-00 310014110
J069-00 310014210
J070-02 310014410
J076-00 310016110
J096-00 310021710

・施設基準①「659：上顎骨悪性腫瘍手術等」→「3181」
区分番号 診療行為コード
J018-00 310004110
J018-00 310004210
J032-00 310006710
J039-00 310007810
J039-00 310007910
J039-00 310008010
J060-00 310011210
J060-00 310011310

省略漢字名称
上顎骨形成術（単純な場合）
上顎骨形成術（複雑な場合及び２次的再建の場合）
頬骨変形治癒骨折矯正術
顔面多発骨折観血的手術
自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付きのもの）

省略漢字名称
舌悪性腫瘍手術（切除）

上顎骨悪性腫瘍手術（全摘）
耳下腺悪性腫瘍手術（切除）
耳下腺悪性腫瘍手術（全摘）

舌悪性腫瘍手術（亜全摘）
口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
上顎骨悪性腫瘍手術（掻爬）
上顎骨悪性腫瘍手術（切除）


